
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件各上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人松永東、名尾良孝の上告趣意第一点について。

　原判決挙示の証拠によれば、原判決摘示の事実を認めることができる。所論は結

局原審の自由裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであつてこ

れを採用することはできない。

　同第二点について。

　所論Ａ医師の証言その他原判決挙示の証拠によつて、本件傷害が被告人等の姦淫

の結果生じたものであることを認めることができるのであるから、原判決に所論の

ような擬律錯誤の違法ありとすることはできない。論旨は理由がない。

　よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

　この判決は全裁判官一致の意見である。
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